
 

カラオケの利用について 

 

令和３年３月６日 

 

長野県内の新型コロナウイルス感染警戒レベルが引き下げられました。つきましては、利用中止とし

ていましたカラオケの利用を令和３年３月１０日（水）に再開いたします。 

ただし、カラオケは飛沫感染のリスクが高い事、新型コロナウイルス感染症拡大が完全に終息してい

ない事等を考慮して、利用方法等については以下のとおりとします。 

 

 

【以下の事項を厳守してご利用ください。】 

●必ずマスク着用・手指消毒を徹底したうえでの利用（歌唱）をお願いします。 

●マイクの使い回しは行わないでください。 

●人との距離は充分にとってください。（２ｍ以上） 

●利用中の飲食はお控えください。 

●週（火～月曜日）１回、１日１回、１時間以内とします。（当日の延長・再利用は不可） 

●予約は、前日（休館日の場合はその前日）の営業時間内まで受付ます。当日の予約はできません。 

●退出時は消毒・換気（窓の開放）を行ってください。 

●利用方法について、職員が確認させていただく場合があります。 

 

●利用人数（同時に入室できる人数）について 

今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を見ながら、利用人数等の緩和や制限をしていきます。 

【今後の予定（長野県内および長野市内の感染症レベルで判断）】 

 ○感染警戒レベル４以上⇒利用中止 

○感染警戒レベル１～３⇒２人まで 

 ○終息後⇒利用制限解除（以前の利用方法に戻します。） 

 

 

 利用人数制限の変更等については、随時お知らせいたします。 
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